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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主に税抜方式によっております。 

２ 第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、「１ 四半期連結財務諸表」の「１

株当たり情報」に記載しております。 

３ 当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第３

四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５ 経理の状況」の「２ その他」中、「第３四半期連結会計期間に係る

損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等」の「（1）損益計算書」にもとづいて掲出しております。 

  また、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「（3）１株当たり四半期純損益金額等」に記載してお

ります。 

４ 自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しておりま

す。 

５ 自己資本比率（国内基準）は、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出してお

ります。当行は、国内基準を採用しております。 

６ 平成21年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、純損失が計上されているので記

載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

平成21年度
第３四半期連結

累計期間

平成22年度
第３四半期連結

累計期間

平成21年度
第３四半期連結

会計期間

平成22年度 
第３四半期連結

会計期間
平成21年度

４月１日 
至 平成21年

12月31日)

(自 平成21年
４月１日 

至 平成22年
12月31日)

(自 平成22年
10月１日 

至 平成21年
12月31日)

(自 平成21年
10月１日 

至 平成22年 
12月31日) 

(自 平成22年
４月１日 

至 平成22年

(自 平成21年

３月31日)

経常収益 百万円 74,891 88,231 25,016 28,883 99,198 

経常利益 
(△は経常損失) 

百万円 △7,689 9,228 1,004 5,080 △39,290

四半期純利益 百万円 1,888 7,674 853 5,138 ─

当期純利益 
(△は当期純損失) 

百万円 ― ― ― ― △24,125

純資産額 百万円 ― ― 119,715 147,797 142,376 

総資産額 百万円 ― ― 3,380,714 4,254,179 4,348,213 

１株当たり純資産額 円 ― ― 143.59 112.84 103.63 

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 2.97 10.43 1.34 6.99 ─

１株当たり当期純利益金額
(△は１株当たり当期純損
失金額) 

円 ― ― ― ― △40.18

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額 

円 2.97 7.97 1.34 5.33 ─

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

円 ― ― ― ― ―

自己資本比率 ％ ― ― 2.69 2.78 2.60 

自己資本比率(国内基準) ％ ― ― 10.12 9.77 9.08 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △59,980 △108,629 ― ― △141,087

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 50,632 △2,994 ― ― 33,176 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △2,440 5,286 ― ― △3,244

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 ― ― 181,199 156,106 262,445 

従業員数 人 ― ― 1,961 2,818 2,838 
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当第３四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容につ

いては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

なお、当行の子会社である関銀リース株式会社とびわ銀リース株式会社は、平成23年４月１日に合併

し、合併後の新会社名を関西アーバン銀リース株式会社とする予定です。また、株式会社関西クレジッ

ト・サービスとびわ銀カード株式会社は、平成23年４月１日に合併し、合併後の新会社名を株式会社関西

クレジット・サービスとする予定です。 

  

(1) 連結会社における従業員数 

平成22年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,184人を含んでおりません。 

２ 臨時従業員数は、[   ]内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

  

  

(2) 当行の従業員数 

平成22年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,044人並びに出向人員248人を含んでおりません。なお、取締役を兼務し

ない執行役員20人については、従業員数に含めております。 

２ 臨時従業員数は、[   ]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 2,818 
[ 971 ] 

従業員数(人) 2,654 
[ 884 ] 
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第２ 【事業の状況】 

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載

しておりません。 

  

該当ありません。 

  

該当ありません。 

  

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ(当行及び

連結子会社)が判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

(イ)金融経済環境 

当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、輸出や生産の改善ペースの鈍化に加え、エコカー補助

終了など政策効果の剥落を背景に、足踏み状態が続きました。今後は、円高・株安の進行など下押し

リスクも存在しますが、海外経済の改善を背景に緩やかに回復していくと見込まれます。  

  

(ロ)営業の成果 

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）の業績は、以下のとおり

となりました。 

業容面では、預金は、法人預金の増加を主要因として、当第３四半期連結会計期間中195億円増加

し、当第３四半期連結会計期間末残高は３兆7,388億円となりました。譲渡性預金は当第３四半期連

結会計期間中406億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は1,712億円となりました。 

一方、貸出金は、住宅ローンを中心とした個人ローンの増加を要因として、当第３四半期連結会計

期間中143億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は３兆5,077億円となりました。また、有価

証券は、当第３四半期連結会計期間中414億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は4,544億円

となりました。 

総資産は、当第３四半期連結会計期間中778億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は４兆

2,541億円となりました。 

純資産は、当第３四半期連結会計期間中59億円増加し、1,477億円となりました。そのうち株主資

本は、当第３四半期連結会計期間中51億円増加し、1,202億円となりました。また、１株当たりの純

資産額は、前連結会計年度末比９円21銭増加し、112円84銭となりました。 

損益につきましては、当第３四半期連結会計期間も引き続き、資金の効率的な調達と運用、経営の

合理化・効率化を図り、収益力の強化に努めるとともに、資産の健全化に必要な諸引当、諸償却を行

ってまいりました。 

１ 【生産、受注及び販売の状況】

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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経常収益は、貸出金利息増加に伴う資金運用収益の増加や投資信託・年金保険の販売額が増加した

ことによる役務取引等収益の増加等により、前第３四半期連結会計期間比38億６千７百万円増加し、

288億８千３百万円となりました。 

一方、経常費用は役務取引等費用や営業経費が増加したものの、資金調達費用や与信関係費用の減

少に伴いその他経常費用が減少したこと等により、前第３四半期連結会計期間比２億９百万円減少

し、238億２百万円となりました。 

これらの結果、経常利益は、前第３四半期連結会計期間比40億７千６百万円増加し、50億８千万円

となり、四半期純利益は、前第３四半期連結会計期間比42億８千５百万円増加し、51億３千８百万円

となりました。 

事業の種類別では、銀行業の業務粗利益は197億８千９百万円、セグメント利益は56億７千１百万

円となりました。リース業の業務粗利益は３億６千８百万円、セグメント利益は１億３百万円となり

ました。その他事業の業務粗利益は７億４百万円、セグメント利益は３億５千３百万円となりまし

た。 

連結自己資本比率（国内基準）は、9.77％となりました。 
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事業の種類別収支 

当第３四半期連結会計期間の資金運用収支は前第３四半期連結会計期間比32億６千７百万円の増益と

なる177億９千７百万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比９億１千万円の増益となる19

億２千２百万円、その他業務収支は前第３四半期連結会計期間比２億５千５百万円の減益となる10億２

千１百万円であり、収支合計は前第３四半期連結会計期間比39億２千１百万円の増益となる207億４千

万円であります。 

事業の種類別セグメント別に見ますと、銀行業セグメントの資金運用収支は前第３四半期連結会計期

間比32億２千４百万円の増益となる172億７百万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比８

億６千６百万円の増益となる16億４千３百万円、その他業務収支は前第３四半期連結会計期間比１億８

千５百万円の減益となる９億３千８百万円となりました。 

リース業セグメントの資金運用収支は前第３四半期連結会計期間比３千７百万円の増益となる２億４

千４百万円、その他業務収支は前第３四半期連結会計期間比３千６百万円の減益となる１億２千４百万

円となりました。 

その他事業セグメントの資金運用収支は前第３四半期連結会計期間比４百万円の減益となる３億６千

万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比８千３百万円の増益となる３億２千万円、その他

業務収支は前第３四半期連結会計期間比２千３百万円の増益となる２千３百万円となりました。 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 銀行業……………銀行業 

 (2) リース業…………リース業 

 (3) その他事業………クレジットカード業、金融業 

３ セグメント間の内部取引は「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 
  

種類 期別
銀行業 リース業 その他事業

相殺消去額 
(△)

合計

金額(百万円) 金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支 
前第３四半期連結会計期間 13,983 206 364 △24 14,530 

当第３四半期連結会計期間 17,207 244 360 △14 17,797 

うち資金運用収益 
前第３四半期連結会計期間 19,187 284 376 △441 19,406 

当第３四半期連結会計期間 21,278 521 376 △481 21,695 

うち資金調達費用 
前第３四半期連結会計期間 5,204 77 11 △416 4,876 

当第３四半期連結会計期間 4,070 277 16 △466 3,898 

役務取引等収支 
前第３四半期連結会計期間 776 ― 237 △2 1,011 

当第３四半期連結会計期間 1,643 ― 320 △42 1,922 

うち役務取引等 
収益 

前第３四半期連結会計期間 2,093 ― 237 △104 2,226 

当第３四半期連結会計期間 3,074 ― 320 △154 3,240 

うち役務取引等 
費用 

前第３四半期連結会計期間 1,316 ― ― △101 1,214 

当第３四半期連結会計期間 1,430 ― ― △112 1,318 

その他業務収支 
前第３四半期連結会計期間 1,123 161 ― △8 1,276 

当第３四半期連結会計期間 938 124 23 △65 1,021 

うちその他業務 
収益 

前第３四半期連結会計期間 1,846 1,454 ― △8 3,292 

当第３四半期連結会計期間 1,765 2,007 23 △68 3,728 

うちその他業務 
費用 

前第３四半期連結会計期間 722 1,292 ― △0 2,015 

当第３四半期連結会計期間 827 1,883 ― △3 2,706 
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事業の種類別役務取引の状況 

当第３四半期連結会計期間の役務取引等収益は前第３四半期連結会計期間比10億１千３百万円増加し

て32億４千万円、役務取引等費用は前第３四半期連結会計期間比１億３百万円増加して13億１千８百万

円となったことから、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比９億１千万円の増益となる19億２

千２百万円となりました。 

事業の種類別セグメント別に見ますと、銀行業セグメントの役務取引等収益は前第３四半期連結会計

期間比９億８千万円増加して30億７千４百万円、役務取引等費用は前第３四半期連結会計期間比１億１

千４百万円増加して14億３千万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比８億６千６百万円の

増益となる16億４千３百万円となりました。 

その他事業セグメントの役務取引等収益は前第３四半期連結会計期間比８千３百万円増加して３億２

千万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比８千３百万円の増益となる３億２千万円となり

ました。 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 銀行業……………銀行業 

 (2) リース業…………リース業 

 (3) その他事業………クレジットカード業、金融業 

３ セグメント間の内部取引は「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 
  

種類 期別
銀行業 リース業 その他事業

相殺消去額 
(△)

合計

金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益 
前第３四半期連結会計期間 2,093 ― 237 △104 2,226 

当第３四半期連結会計期間 3,074 ― 320 △154 3,240 

うち預金・ 
貸出業務 

前第３四半期連結会計期間 548 ― ― △0 548 

当第３四半期連結会計期間 578 ― ― △5 573 

うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間 332 ― ― △0 331 

当第３四半期連結会計期間 499 ― ― △1 498 

うち証券関連業務 
前第３四半期連結会計期間 3 ― ― ― 3 

当第３四半期連結会計期間 18 ― ― ― 18 

うち代理業務 
前第３四半期連結会計期間 271 ― ― △0 271 

当第３四半期連結会計期間 719 ― ― △0 719 

うち保護預り・ 
貸金庫業務 

前第３四半期連結会計期間 1 ― ― ― 1 

当第３四半期連結会計期間 2 ― ― ― 2 

うち保証業務 
前第３四半期連結会計期間 228 ― ― △0 228 

当第３四半期連結会計期間 312 ― ― △0 312 

うちクレジット 
カード業務 

前第３四半期連結会計期間 ― ― 133 ― 133 

当第３四半期連結会計期間 ― ― 172 ― 172 

うち投資信託業務 
前第３四半期連結会計期間 635 ― ― ― 635 

当第３四半期連結会計期間 804 ― ― ― 804 

役務取引等費用 
前第３四半期連結会計期間 1,316 ― ― △101 1,214 

当第３四半期連結会計期間 1,430 ― ― △112 1,318 

うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間 74 ― ― ― 74 

当第３四半期連結会計期間 111 ― ― ― 111 
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事業の種類別預金残高の状況 

〇 預金の種類別残高(末残) 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 銀行業……………銀行業 

 (2) リース業…………リース業 

 (3) その他事業………クレジットカード業、金融業 

３ セグメント間の内部取引は「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 

４ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

５ 定期性預金＝定期預金 

  

種類 期別
銀行業 リース業 その他事業

相殺消去額 
(△)

合計

金額(百万円) 金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 
前第３四半期連結会計期間 2,983,866 ― ― △1,680 2,982,186 

当第３四半期連結会計期間 3,740,805 ― ― △1,972 3,738,832 

うち流動性預金 
前第３四半期連結会計期間 617,145 ― ― △1,535 615,609 

当第３四半期連結会計期間 960,770 ― ― △1,788 958,982 

うち定期性預金 
前第３四半期連結会計期間 2,356,688 ― ― △134 2,356,554 

当第３四半期連結会計期間 2,765,648 ― ― △168 2,765,479 

うちその他 
前第３四半期連結会計期間 10,032 ― ― △9 10,022 

当第３四半期連結会計期間 14,385 ― ― △15 14,370 

譲渡性預金 
前第３四半期連結会計期間 126,970 ― ― ― 126,970 

当第３四半期連結会計期間 171,250 ― ― ― 171,250 

総合計
前第３四半期連結会計期間 3,110,836 ― ― △1,680 3,109,156 

当第３四半期連結会計期間 3,912,055 ― ― △1,972 3,910,082 
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事業の種類別貸出金残高の状況 

〇 業種別貸出状況(残高・構成比) 

  

 
  

業種別

平成21年12月31日

銀行業 
(百万円)

リース業
(百万円)

その他事業
(百万円)

相殺消去額
(△) 

(百万円)

合計 
(百万円)

構成比
(％)

国内 
(除く特別国際金融取引 
勘定分) 

2,777,807 － － △5,995 2,771,811 100.00 

政府及び政府関係機関 － － － － － －

農業・林業・漁業及び鉱業 2,933 － － － 2,933 0.11 

製造業 90,195 － － － 90,195 3.25 

建設業 64,430 － － － 64,430 2.32 

運輸・情報通信及び 
公益事業 56,694 － － － 56,694 2.05 

卸売・小売業 123,369 － － － 123,369 4.45 

金融・保険業 37,139 － － △1,244 35,894 1.29 

不動産業・物品賃貸業 795,644 － － △4,751 790,893 28.53 

各種サービス業 246,868 － － － 246,868 8.91 

地方公共団体 5,480 － － － 5,480 0.20 

個人 1,355,052 － － － 1,355,052 48.89 

その他 － － － － － －

海外及び特別国際金融取引 
勘定分 

－ － 28,100 △28,100 － －

政府等 － － － － － －

金融・保険業 － － 28,100 △28,100 － －

その他 － － － － － －

合計 2,777,807 － 28,100 △34,095 2,771,811 －
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(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 銀行業……………銀行業 

 (2) リース業…………リース業 

 (3) その他事業………クレジットカード業、金融業 

３ 「国内」とは、当行及び国内に本店を有する連結子会社であります。 

４ 「海外」とは、海外に本店を有する連結子会社であります。 

５ セグメント間の内部取引は「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 

６ 平成22年３月１日の合併により発生した貸出金に係る時価変動額は控除しております。 

  

業種別

平成22年12月31日

銀行業 
(百万円)

リース業
(百万円)

その他事業
(百万円)

相殺消去額
(△) 

(百万円)

合計 
(百万円)

構成比
(％)

国内 
(除く特別国際金融取引 
勘定分) 

3,513,747 41 － △9,035 3,504,752 100.00 

政府及び政府関係機関 － － － － － －

農業・林業・漁業及び鉱業 3,362 － － － 3,362 0.10 

製造業 130,009 － － － 130,009 3.71 

建設業 99,334 － － － 99,334 2.83 

運輸・情報通信及び 
公益事業 88,083 － － － 88,083 2.51 

卸売・小売業 146,989 41 － － 147,030 4.20 

金融・保険業 51,828 － － △1,879 49,948 1.42 

不動産業・物品賃貸業 845,722 － － △7,077 838,645 23.93 

各種サービス業 316,273 － － △79 316,194 9.02 

地方公共団体 31,782 － － － 31,782 0.91 

個人 1,800,358 － － － 1,800,358 51.37 

その他 － － － － － －

海外及び特別国際金融取引 
勘定分 

－ － 28,100 △28,100 － －

政府等 － － － － － －

金融・保険業 － － 28,100 △28,100 － －

その他 － － － － － －

合計 3,513,747 41 28,100 △37,135 3,504,752 －
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国内・海外別収支 

当第３四半期連結会計期間の資金運用収支は前第３四半期連結会計期間比32億６千７百万円の増益と

なる177億９千７百万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比９億１千万円の増益となる19

億２千２百万円、その他業務収支は前第３四半期連結会計期間比２億５千５百万円の減益となる10億２

千１百万円であり、収支合計は前第３四半期連結会計期間比39億２千１百万円の増益となる207億４千

万円となりました。 

国内・海外別に見ますと、国内の資金運用収支は前第３四半期連結会計期間比32億６千７百万円の増

益となる174億２千１百万円、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比９億１千万円の増益とな

る19億２千２百万円、その他業務収支は前第３四半期連結会計期間比２億５千５百万円の減益となる10

億２千１百万円となりました。 

海外の資金運用収支は前第３四半期連結会計期間比０百万円の減益となる３億７千６百万円となりま

した。 

  

 
(注) １ 「国内」とは、当行及び国内に本店を有する連結子会社(以下「国内連結子会社」という。)であります。 

２ 「海外」とは、海外に本店を有する連結子会社(以下「海外連結子会社」という。)であります。 

３ 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 

  

種類 期別

国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支 
前第３四半期連結会計期間 14,153 376 ― 14,530 

当第３四半期連結会計期間 17,421 376 ― 17,797 

うち資金運用収益 
前第３四半期連結会計期間 19,406 376 △376 19,406 

当第３四半期連結会計期間 21,695 376 △376 21,695 

うち資金調達費用 
前第３四半期連結会計期間 5,252 ― △376 4,876 

当第３四半期連結会計期間 4,274 ― △376 3,898 

役務取引等収支 
前第３四半期連結会計期間 1,011 ― △0 1,011 

当第３四半期連結会計期間 1,922 ― △0 1,922 

うち役務取引等 
収益 

前第３四半期連結会計期間 2,226 ― △0 2,226 

当第３四半期連結会計期間 3,240 ― △0 3,240 

うち役務取引等 
費用 

前第３四半期連結会計期間 1,214 ― ― 1,214 

当第３四半期連結会計期間 1,318 ― ― 1,318 

その他業務収支 
前第３四半期連結会計期間 1,276 ― ― 1,276 

当第３四半期連結会計期間 1,021 ― ― 1,021 

うちその他業務 
収益 

前第３四半期連結会計期間 3,292 ― ― 3,292 

当第３四半期連結会計期間 3,728 ― ― 3,728 

うちその他業務 
費用 

前第３四半期連結会計期間 2,015 ― ― 2,015 

当第３四半期連結会計期間 2,706 ― ― 2,706 
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国内・海外別役務取引の状況 

当第３四半期連結会計期間の役務取引等収益は前第３四半期連結会計期間比10億１千３百万円増加し

て32億４千万円、役務取引等費用は前第３四半期連結会計期間比１億３百万円増加して13億１千８百万

円となったことから、役務取引等収支は前第３四半期連結会計期間比９億１千万円の増益となる19億２

千２百万円となりました。 

なお、いずれも国内での損益であります。 

  

 
(注) １ 「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。 

２ 「海外」とは、海外連結子会社であります。 

３ 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 

  

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益 
前第３四半期連結会計期間 2,226 ― △0 2,226 

当第３四半期連結会計期間 3,240 ― △0 3,240 

うち預金・ 
貸出業務 

前第３四半期連結会計期間 548 ― ― 548 

当第３四半期連結会計期間 573 ― ― 573 

うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間 332 ― △0 331 

当第３四半期連結会計期間 498 ― △0 498 

うち証券関連業務 
前第３四半期連結会計期間 3 ― ― 3 

当第３四半期連結会計期間 18 ― ― 18 

うち代理業務 
前第３四半期連結会計期間 271 ― ― 271 

当第３四半期連結会計期間 719 ― ― 719 

うち保護預り・ 
貸金庫業務 

前第３四半期連結会計期間 1 ― ― 1 

当第３四半期連結会計期間 2 ― ― 2 

うち保証業務 
前第３四半期連結会計期間 228 ― ― 228 

当第３四半期連結会計期間 312 ― ― 312 

うちクレジット 
カード業務 

前第３四半期連結会計期間 133 ― ― 133 

当第３四半期連結会計期間 172 ― ― 172 

うち投資信託業務 
前第３四半期連結会計期間 635 ― ― 635 

当第３四半期連結会計期間 804 ― ― 804 

役務取引等費用 
前第３四半期連結会計期間 1,214 ― ― 1,214 

当第３四半期連結会計期間 1,318 ― ― 1,318 

うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間 74 ― ― 74 

当第３四半期連結会計期間 111 ― ― 111 
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国内・海外別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

  

 
(注) １ 「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。 

２ 「海外」とは、海外連結子会社であります。 

３ 「国内」、「海外」間の内部取引は、「相殺消去額(△)」欄に表示しております。 

４ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

５ 定期性預金＝定期預金 

  

国内・海外別貸出金残高の状況 

○ 事業別貸出金状況(残高・構成比) 

(1) 業績の状況「事業の種類別貸出金残高の状況 業種別貸出状況(残高・構成比)」に記載して

いるため、当欄での記載を省略しております。 

  

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 
前第３四半期連結会計期間 2,982,196 ― △9 2,982,186 

当第３四半期連結会計期間 3,738,847 ― △15 3,738,832 

うち流動性預金 
前第３四半期連結会計期間 615,609 ― ― 615,609 

当第３四半期連結会計期間 958,982 ― ― 958,982 

うち定期性預金 
前第３四半期連結会計期間 2,356,554 ― ― 2,356,554 

当第３四半期連結会計期間 2,765,479 ― ― 2,765,479 

うちその他 
前第３四半期連結会計期間 10,032 ― △9 10,022 

当第３四半期連結会計期間 14,385 ― △15 14,370 

譲渡性預金 
前第３四半期連結会計期間 126,970 ― ― 126,970 

当第３四半期連結会計期間 171,250 ― ― 171,250 

総合計
前第３四半期連結会計期間 3,109,166 ― △9 3,109,156 

当第３四半期連結会計期間 3,910,097 ― △15 3,910,082 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローは、資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の「営業活動によるキャッシュ・

フロー」が前第３四半期連結会計期間比624億８千４百万円増加し、519億７千５百万円、有価証券の取

得・売却等の「投資活動によるキャッシュ・フロー」が前第３四半期連結会計期間比920億９千３百万

円減少し、△430億１千３百万円、配当金の支払等の「財務活動によるキャッシュ・フロー」が前第３

四半期連結会計期間比99億８百万円増加し、99億８百万円となりました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間において、現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る

換算差額を含め、197億１百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高

は、1,561億６百万円となりました。  

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当行は、平成22年３月の合併を機に、当初の３年間を当行が将来的に関西のマザーバンクと評価いた

だける「存在感」の高い銀行となるための助走期間と位置づけ、平成22年度をスタートとする中期経営

計画に取り組んでおります。  

本中期経営計画では、外部環境悪化にも耐えうる抵抗力の強い企業基盤を確立するために、以下の３

点を基本テーマとし、「関西をもっと元気に！」を行内共通の行動・思考の基本原理として、地域経済

の発展に一段と貢献する広域地銀への成長を期してまいります。 

  

○収益基盤の再構築     

地域密着のリテール営業推進により、安定した収益基盤・顧客基盤を確立します。 

○強靭な企業体力の構築    

リスク管理の高度化と低コスト構造の実現により、強靭な企業体力を構築します。  

○地域への貢献度向上    

環境保全活動とお客さま満足度の高い職員の育成により、企業市民としての貢献度を高めます。

  

また、上記の基本テーマを実現するために、以下の戦略に取り組んでまいります。 

  

① 営業戦略：高品質のリテールモデル推進 

三井住友銀行グループとしての質の高い金融ノウハウ、広域地銀としての情報・取引先ネット

ワークを 大限活用し、地域に根ざす広域地銀を実現することにより、安定リテールによる収益

基盤を確立してまいります。 

  

② 企業体力強化戦略：安定・強靭な運営体制の確立 

リスク管理やコンプライアンス態勢等の経営管理態勢の強化を図ってまいります。あわせて、

経営体力の更なる強化を図っていく観点から、一段と効率的な業務運営体制を追求してまいりま

す。健全、高効率、高生産性の企業基盤を確立し、お客さまから一段と高い信頼を得る銀行を目

指してまいります。 

  

― 14 ―



  

③ 貢献度向上戦略：社会的責任の発揮 

環境保全と企業活動の共生や環境行動普及への情報発信等の環境行動を充実させてまいりま

す。また、お客さま満足度の高い人材育成に取り組んでまいります。地域金融機関として、そこ

で働く銀行員として、社会的責任を更に発揮してまいります。 

  

(4) 研究開発活動 

該当ありません。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 主要な設備の状況 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  
２ 設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間中に新たに確定した重要な設備の新築、増改築等の計画は次のとおりであり

ます。  

(1) 銀行業 

 
(注) 上記の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。 

  

(2) リース業 

重要なものはありません。 

  

(3) その他事業 

重要なものはありません。 

  

  

会社名
店舗名 
その他

所在地 区分
設備の
内容

投資予定金額
(百万円) 資金調達 

方法
着手年月

完了予定
年月

総額 既支払額

当行 ― 大阪市中央区 新設 システム統合 2,155 ― 自己資金 平成21年6月 平成23年1月
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 第一回甲種優先株式の主な内容は次のとおりであります。 

1. 第一回甲種優先配当金 

(1) 第一回甲種優先配当金の額 

当会社は、定款第37条第１項に定める剰余金の配当を行うときは、第一回甲種優先株式を有する株主

(以下「第一回甲種優先株主」という)または第一回甲種優先株式の登録株式質権者(以下「第一回甲種

優先登録株式質権者」という)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という)または普通株

式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という)に先立ち、１株当たり800円(ただし、第一回

甲種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合

には、適切に調整される)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一回甲種配当年率」という)を乗じて

算出した額(円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「第一回甲種優先

配当金」という)を配当する。ただし、当該事業年度において下記2.に定める第一回甲種優先中間配当

金の配当を行ったときは、当該第一回甲種優先中間配当金を控除した額とする。 

(2) 第一回甲種配当年率 

平成22年４月１日以降、次回の年率修正日(下記に定義される)の前日までの各事業年度に係る第一回甲

種配当年率 

   第一回甲種配当年率＝６ヵ月円LIBOR＋3.50％ 

「年率修正日」は、毎年４月１日とする。当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業

日を年率修正日とする。 

「６ヵ月円LIBOR」とは、各年率修正日およびその直後の10月１日(当日が銀行休業日の場合は前営業

日)の２時点において、英国銀行協会(BBA)によって公表されるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・

バンク・オファード・レートの平均値を指すものとする。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,400,000,000 

第一回甲種優先株式 35,000,000 

第二回甲種優先株式 35,000,000 

計 1,470,000,000 

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年１月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 737,918,913 同左

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当行に
おける標準となる株式であり
ます。 
単元株式数は、1,000株であ
ります。 

第一回甲種優先株式 27,500,000 同左 ― （注）1 

第二回甲種優先株式 23,125,000 同左 ― （注）2 

計 788,543,913 同左 ――― ―――
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(3) 非累積条項 

ある事業年度において第一回甲種優先株主または第一回甲種優先登録株式質権者に対して配当する剰余

金の額が第一回甲種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

(4) 非参加条項 

第一回甲種優先株主または第一回甲種優先登録株式質権者に対しては、第一回甲種優先配当金を超えて

配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロもしくは

同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法

第763条第12号ロもしくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではな

い。 

2. 第一回甲種優先中間配当金 

当会社は、定款第37条第２項に定める剰余金の配当を行うときは、第一回甲種優先株主または第一回甲種

優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一回甲種優先株式１株につ

き第一回甲種優先配当金の２分の１を上限とする金銭(以下「第一回甲種優先中間配当金」という)を配当

する。 

3. 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、第一回甲種優先株主または第一回甲種優先登録株式質権者に対し、

普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一回甲種優先株式１株につき800円(ただし、第一回甲種

優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、

適切に調整される)を支払う。 

第一回甲種優先株主または第一回甲種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わ

ない。 

4. 議決権 

第一回甲種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこ

の限りではない。 

5. 普通株式を対価とする取得請求権 

第一回甲種優先株主は、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、当会社に対して、下記(2)

に定める財産を対価として自己の有する第一回甲種優先株式を取得することを請求することができる。か

かる取得の請求があった場合、当会社は、第一回甲種優先株主がかかる取得の請求をした第一回甲種優先

株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を当該第一回甲種優先株主に対して交付するものと

する。 

(1) 取得を請求することができる期間 

第一回甲種優先株式発行の日から平成41年９月30日まで(以下「取得請求期間」という)とする。 

(2) 取得と引換えに交付すべき財産 

当会社は、第一回甲種優先株式の取得と引換えに、第一回甲種優先株主が取得の請求をした第一回甲種

優先株式数に800円(ただし、第一回甲種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合ま

たはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される)を乗じた額を下記(3)ないし(5)に定める

計算式により計算される取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一回甲種優先株式の取得

と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従っ

てこれを取扱う。 

(3) 当初取得価額 

当初取得価額は、当会社と株式会社びわこ銀行（以下「びわこ銀行」という）との合併に係る効力発生

日の前日において有効なびわこ銀行第一回甲種優先株式の転換価額である139.3円を0.75で除した価額

(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する)である185.7円とする。 

(4) 取得価額の修正 

取得価額は、取得請求期間において、毎年10月１日(以下それぞれ「取得価額修正日」という)における

時価(下記に定義される)に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌取得価額修正

日の前日(または取得請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時

価がびわこ銀行第一回甲種優先株式の当初転換価額である199円を0.75で除した価額(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する)である265.3円(以下「修正基準取得価額」という)の

70％の額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限取得価額」と

いう)を下回るときは、修正後取得価額は下限取得価額とする。また、当該時価が修正基準取得価額の

100％の額(以下「上限取得価額」という)を上回るときは、修正後取得価額は上限取得価額とする。た

だし、取得価額が取得価額修正日までに、下記(5)の規定により調整された場合には、上限取得価額お

よび下限取得価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除

く)とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
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(5) 取得価額の調整 

Ａ．当会社は、第一回甲種優先株式発行後、下記Ｂ.に掲げる各事由により、当会社の普通株式数に変更

を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」と

いう)をもって取得価額を調整する。 

 
Ｂ．取得価額調整式により第一回甲種優先株式の取得価額の調整を行う場合およびその調整後の取得価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

(イ)下記Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行または当会社の有す

る当会社の普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む)(ただし、当会社の普通株式の交

付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。以下、本Ｂ.において同じ)その他の証券(以下あわせて「取得請求権付株式等」という)、ま

たは当会社の普通株式の交付と引き換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしく

は取得条項付新株予約権その他の証券(以下あわせて「取得条項付株式等」という)が取得または

行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く) 

調整後の取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下

同じ)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、また、株主に募集株式の割当てを受け

る権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを

適用する。 

(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合 

調整後の取得価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ハ)下記Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る価額(下記Ｄ.(ホ)に定義する意味を有する。以下、本(ハ)に

おいて同じ)をもって取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む) 

調整後の取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割

当ての場合は効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える

ためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全て

が当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されることにより普通株式の交付がな

されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、その払込期日(新株予約権

の場合は割当日)(無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、

これを適用する。 

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定してお

らず、後日一定の日(以下「価額決定日」という)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行

した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後

取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全てが価額決定日に確定した取得

価額で取得されまたは行使価額で行使されることにより普通株式の交付がなされたものとみなし

て取得価額調整式を準用して算出するものとし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。 

(ニ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額(下記Ｄ.(ホ)

に定義する意味を有する)をもって普通株式を交付する場合 

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

Ｃ．取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が１円未満にとどま

る限りは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を

必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。 

Ｄ．(イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。 

(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の株式会社大阪証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とし、その計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。 

(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また基準日がない

場合は、調整後の取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数か

ら、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。 

(ニ)取得価額調整式で使用する１株あたり払込金額とは、(i)上記Ｂ.(イ)の場合には当該払込金額

(無償割当ての場合は０円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、(ii)上記Ｂ.

(ロ)の場合には０円、(iii)上記Ｂ.(ハ)および(ニ)の場合には価額(下記(ホ)に定義する意味を

有する)とする。 

   既発行
普通株式数

＋
新発行・処分普通株式数×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
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(ホ)上記Ｂ.(ハ)および(ニ)ならびに上記(ニ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取

得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して

出資される財産の価額を加えた額とする)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付

株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額

を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。 

Ｅ．当会社は、上記Ｂ.の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が

適当と判断する取得価額の調整を行うものとする。 

(イ)株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、または合併のために取得価額の調整を必要とすると

き。 

(ロ)その他当会社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を

必要とするとき。 

(ハ)取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の

算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 取得請求受付場所 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

(7) 取得請求の効力発生 

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(6)に記載する取得請求受付場所の営業時間内に取得

請求受付場所に到着したときに発生する。 

6. 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一回甲種優先株式について株式の併合、分割または無

償割当ては行わない。 

当会社は、第一回甲種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えない。 

7. 種類株主総会の決議 

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしていない。 

8. 単元株式数 

1,000株 

9. 議決権を有しないこととしている理由 

第一回甲種優先株式は適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮

したためである。 

  
(注) ２ 第二回甲種優先株式の主な内容は次のとおりであります。 

1. 第二回甲種優先配当金 

(1) 第二回甲種優先配当金の額 

当会社は、定款第37条第１項に定める剰余金の配当を行うときは、第二回甲種優先株式を有する株主

(以下「第二回甲種優先株主」という)または第二回甲種優先株式の登録株式質権者(以下「第二回甲種

優先登録株式質権者」という)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という)または普通株

式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という)に先立ち、１株当たり800円(ただし、第二回

甲種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合

には、適切に調整される)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第二回甲種配当年率」という)を乗じて

算出した額(円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。以下「第二回甲種優先

配当金」という)を配当する。ただし、当該事業年度において下記2.に定める第二回甲種優先中間配当

金の配当を行ったときは、当該第二回甲種優先中間配当金を控除した額とする。 

(2) 第二回甲種配当年率 

平成22年４月１日以降、次回の年率修正日（下記に定義される）の前日までの各事業年度に係る第二回

甲種配当年率 

   第二回甲種配当年率＝６ヵ月円LIBOR＋3.50％ 

「年率修正日」は、毎年４月１日とする。当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業

日を年率修正日とする。 

「６ヵ月円LIBOR」とは、各年率修正日およびその直後の10月１日(当日が銀行休業日の場合は前営業

日)の２時点において、英国銀行協会(BBA)によって公表されるユーロ円６ヵ月物ロンドン・インター・

バンク・オファード・レートの平均値を指すものとする。 

(3) 非累積条項 

ある事業年度において第二回甲種優先株主または第二回甲種優先登録株式質権者に対して配当する剰余

金の額が第二回甲種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 
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(4) 非参加条項 

第二回甲種優先株主または第二回甲種優先登録株式質権者に対しては、第二回甲種優先配当金を超えて

配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロもしくは

同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法

第763条第12号ロもしくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではな

い。 

2. 第二回甲種優先中間配当金 

当会社は、定款第37条第２項に定める剰余金の配当を行うときは、第二回甲種優先株主または第二回甲種

優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二回甲種優先株式１株につ

き第二回甲種優先配当金の２分の１を上限とする金銭(以下「第二回甲種優先中間配当金」という)を配当

する。 

3. 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、第二回甲種優先株主または第二回甲種優先登録株式質権者に対し、

普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二回甲種優先株式１株につき800円(ただし、第二回甲種

優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、

適切に調整される)を支払う。 

第二回甲種優先株主または第二回甲種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わ

ない。 

4. 議決権 

第二回甲種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこ

の限りではない。 

5. 普通株式を対価とする取得請求権 

第二回甲種優先株主は、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、当会社に対して、下記(2)

に定める財産を対価として自己の有する第二回甲種優先株式を取得することを請求することができる。か

かる取得の請求があった場合、当会社は、第二回甲種優先株主がかかる取得の請求をした第二回甲種優先

株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を当該第二回甲種優先株主に対して交付するものと

する。 

(1) 取得を請求することができる期間 

第二回甲種優先株式発行の日から平成42年３月31日まで(以下「取得請求期間」という)とする。 

(2) 取得と引換えに交付すべき財産 

当会社は、第二回甲種優先株式の取得と引換えに、第二回甲種優先株主が取得の請求をした第二回甲種

優先株式数に800円(ただし、第二回甲種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合ま

たはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される)を乗じた額を下記(3)ないし(5)に定める

計算式により計算される取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二回甲種優先株式の取得

と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従っ

てこれを取扱う。 

(3) 当初取得価額 

当初取得価額は、当会社と株式会社びわこ銀行（以下「びわこ銀行」という）との合併に係る効力発生

日の前日において有効なびわこ銀行第二回甲種優先株式の転換価額である127.4円を0.75で除した価額

(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する)である169.9円とする。 

(4) 取得価額の修正 

取得価額は、取得請求期間において、毎年４月１日(以下それぞれ「取得価額修正日」という)における

時価(下記に定義される)に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌取得価額修正

日の前日(または取得請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時

価がびわこ銀行第二回甲種優先株式の当初転換価額である182円を0.75で除した価額(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する)である242.7円(以下「修正基準取得価額」という)の

70％の額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限取得価額」と

いう)を下回るときは、修正後取得価額は下限取得価額とする。また、当該時価が修正基準取得価額の

100％の額(以下「上限取得価額」という)を上回るときは、修正後取得価額は上限取得価額とする。た

だし、取得価額が取得価額修正日までに、下記(5)の規定により調整された場合には、上限取得価額お

よび下限取得価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除

く)とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
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(5) 取得価額の調整 

Ａ．当会社は、第二回甲種優先株式発行後、下記Ｂ．に掲げる各事由により、当会社の普通株式数に変更

を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」と

いう)をもって取得価額を調整する。 

 
Ｂ．取得価額調整式により第二回甲種優先株式の取得価額の調整を行う場合およびその調整後の取得価額

の適用時期については、次に定めるところによる。 

(イ)下記Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行または当会社の有す

る当会社の普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む)(ただし、当会社の普通株式の交

付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。以下、本Ｂ.において同じ)その他の証券(以下あわせて「取得請求権付株式等」という)、ま

たは当会社の普通株式の交付と引き換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしく

は取得条項付新株予約権その他の証券(以下あわせて「取得条項付株式等」という)が取得または

行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く) 

調整後の取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下

同じ)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、また、株主に募集株式の割当てを受け

る権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを

適用する。 

(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合 

調整後の取得価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ハ)下記Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る価額(下記Ｄ.(ホ)に定義する意味を有する。以下、本(ハ)に

おいて同じ)をもって取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む) 

調整後の取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割

当ての場合は効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える

ためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全て

が当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されることにより普通株式の交付がな

されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、その払込期日(新株予約権

の場合は割当日)(無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、

これを適用する。 

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定してお

らず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という)に価額が決定される取得請求権付株式等を発

行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整

後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全てが価額決定日に確定した取

得価額で取得されまたは行使価額で行使されることにより普通株式の交付がなされたものとみな

して取得価額調整式を準用して算出するものとし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(ニ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額（下記Ｄ.

(ホ)に定義する意味を有する）をもって普通株式を交付する場合 

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

Ｃ．取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が１円未満にとどま

る限りは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を

必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。 

Ｄ．(イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。 

(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の株式会社大阪証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とし、その計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。 

(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また基準日がない

場合は、調整後の取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数か

ら、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。 

(ニ)取得価額調整式で使用する１株あたり払込金額とは、(i)上記Ｂ．(イ)の場合には当該払込金額

(無償割当ての場合は０円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、(ii)上記Ｂ.

(ロ)の場合には０円、(iii)上記Ｂ.(ハ)および(ニ)の場合には価額(下記(ホ)に定義する意味を

有する)とする。 

   既発行
普通株式数

＋
新発行・処分普通株式数×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
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(ホ)上記Ｂ.(ハ)および(ニ)ならびに上記(ニ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取

得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して

出資される財産の価額を加えた額とする)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付

株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額

を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。 

Ｅ．当会社は、上記Ｂ.の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が

適当と判断する取得価額の調整を行うものとする。 

(イ)株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、または合併のために取得価額の調整を必要とすると

き。 

(ロ)その他当会社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を

必要とするとき。 

(ハ)取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の

算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 取得請求受付場所 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

(7) 取得請求の効力発生 

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(6)に記載する取得請求受付場所の営業時間内に取得

請求受付場所に到着したときに発生する。 

6. 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第二回甲種優先株式について株式の併合、分割または無

償割当ては行わない。 

当会社は、第二回甲種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えない。 

7. 種類株主総会の決議 

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしていない。 

8. 単元株式数 

1,000株 

9. 議決権を有しないこととしている理由 

第二回甲種優先株式は適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮

したためである。 

(注) ３ 第一回甲種優先株式および第二回甲種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配に

おける支払順位は同順位とする。 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

当行は、旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権を付与しております。その内容は次の

とおりであります。 

  

 
  

平成13年６月28日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 104,000株

新株予約権の行使時の払込金額 155円

新株予約権の行使期間 
平成23年６月28日 
平成15年６月29日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格  155円 
資本組入額 78円

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役又は使用人の地位を失った後も５年
間に限り権利を行使できる。 
被付与者が死亡した場合には相続人が新株引受権を行
使できる。 
その他の条件は、付与契約において定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
被付与者及び承継人は、新株引受権を譲渡又は質入す
ることはできない。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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また、当行は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を割

当てております。その内容は次のとおりであります。 

  

 
  

① 平成14年６月27日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 138個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 138,000株

新株予約権の行使時の払込金額 131,000円(１株当たり131円)

新株予約権の行使期間 
平成24年６月27日 
平成16年６月28日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格  131円 
資本組入額 66円

新株予約権の行使の条件 

被割当者は、権利行使時において役職員の地位にある
ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
は、役職員の地位を失った後も５年間に限り新株予約
権を行使できる。 
被割当者が死亡した場合には、その相続人が新株予約
権を行使できる。 
その他の条件は、割当契約において定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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② 平成15年６月27日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 222個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 222,000株

新株予約権の行使時の払込金額 179,000円(１株当たり179円)

新株予約権の行使期間 
平成25年６月27日 
平成17年６月28日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 179円
資本組入額 90円

新株予約権の行使の条件 

被割当者は、権利行使時において役職員の地位にある
ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
は、役職員の地位を失った後も５年間に限り新株予約
権を行使できる。 
被割当者が死亡した場合には、その相続人が新株予約
権を行使できる。 
その他の条件は、割当契約において定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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③ 平成16年６月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 314個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 314,000株

新株予約権の行使時の払込金額 202,000円(１株当たり202円)

新株予約権の行使期間 
平成26年６月29日 
平成18年６月30日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 202円
資本組入額 101円

新株予約権の行使の条件 

被割当者は、権利行使時において役職員の地位にある
ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
は、役職員の地位を失った後も５年間に限り新株予約
権を行使できる。 
被割当者が死亡した場合には、その相続人が新株予約
権を行使できる。 
その他の条件は、割当契約において定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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④ 平成17年６月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 447個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 447,000株

新株予約権の行使時の払込金額 313,000円(１株当たり313円)

新株予約権の行使期間 
平成27年６月29日 
平成19年６月30日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 313円
資本組入額 157円

新株予約権の行使の条件 

被割当者は、権利行使時において役職員の地位にある
ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
は、役職員の地位を失った後も５年間に限り新株予約
権を行使できる。 
被割当者が死亡した場合には、その相続人が新株予約
権を行使できる。 
その他の条件は、割当契約において定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す
る。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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更に、当行は、会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、ストックオプション

として新株予約権を割当てております。その内容は次のとおりであります。 

  (取締役に対する付与分) 

  

 
  

① 平成18年６月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 162個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 162,000株

新株予約権の行使時の払込金額 490,000円(１株当たり490円)

新株予約権の行使期間 
平成28年６月29日 
平成20年６月30日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 628円
資本組入額 314円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、権利行使時において取締役の地位
にあることを要する。ただし、任期満了による退任そ
の他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、取
締役の地位を失った後も５年間に限り新株予約権を行
使できる。 
新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株
予約権を行使できる。 
その他の条件については、定時株主総会及び取締役会
の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者
との間で締結する新株予約権割当契約において定め
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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  (取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対する付与分) 

  

 
  

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 115個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 115,000株

新株予約権の行使時の払込金額 490,000円(１株当たり490円)

新株予約権の行使期間 
平成28年６月29日 
平成20年６月30日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 628円
資本組入額 314円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、権利行使時において執行役員又は
使用人の地位にあることを要する。ただし、執行役員
の任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正
当な理由があると認めた場合は、執行役員又は使用人
の地位を失った後も５年間に限り新株予約権を行使で
きる。 
新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株
予約権を行使できる。 
その他の条件については、定時株主総会及び取締役会
の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者
との間で締結する新株予約権割当契約において定め
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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  (取締役に対する付与分) 

  

 
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件 

当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書

もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を

無償で取得することができる。 

  

② 平成19年６月28日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 174個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 174,000株

新株予約権の行使時の払込金額 461,000円(１株当たり461円)

新株予約権の行使期間 
平成29年６月28日 
平成21年６月29日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 557円
資本組入額 279円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、権利行使時において取締役の地位
にあることを要する。ただし、任期満了による退任そ
の他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、取
締役の地位を失った後も５年間に限り新株予約権を行
使できる。 
新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株
予約権を行使できる。 
その他の条件については、定時株主総会及び取締役会
の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者
との間で締結する新株予約権割当契約において定め
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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  (取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対する付与分) 

  

 
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件 

当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書

もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を

無償で取得することができる。 

  

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 112個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 112,000株

新株予約権の行使時の払込金額 461,000円(１株当たり461円)

新株予約権の行使期間 
平成29年６月28日 
平成21年６月29日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 557円
資本組入額 279円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、権利行使時において執行役員又は
使用人の地位にあることを要する。ただし、執行役員
の任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正
当な理由があると認めた場合は、執行役員又は使用人
の地位を失った後も５年間に限り新株予約権を行使で
きる。 
新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株
予約権を行使できる。 
その他の条件については、定時株主総会及び取締役会
の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者
との間で締結する新株予約権割当契約において定め
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(注) 新株予約権の取得の事由及び条件 

当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書

もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を

無償で取得することができる。 

  

③ 平成20年６月27日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 289個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 289,000株

新株予約権の行使時の払込金額 302,000円(１株当たり302円)

新株予約権の行使期間 
平成30年６月27日 
平成22年６月28日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 339円
資本組入額 170円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、権利行使時において取締役、執行
役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当
な理由があると認めた場合は、取締役、執行役員又は
使用人の地位を失った後も５年間に限り新株予約権を
行使できる。 
新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株
予約権を行使できる。 
その他の条件については、定時株主総会及び取締役会
の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者
との間で締結する新株予約権割当契約において定め
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(注) 新株予約権の取得の事由及び条件 

当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書

もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を

無償で取得することができる。 

  

④ 平成21年６月26日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在 

(平成22年12月31日)

新株予約権の数 350個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 350,000株

新株予約権の行使時の払込金額 193,000円(１株当たり193円)

新株予約権の行使期間 
平成31年６月26日 
平成23年６月27日～

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 

発行価格 244円
資本組入額 122円

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、権利行使時において取締役、執行
役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当
な理由があると認めた場合は、取締役、執行役員又は
使用人の地位を失った後も５年間に限り新株予約権を
行使できる。 
新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株
予約権を行使できる。 
その他の条件については、定時株主総会及び取締役会
の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者
との間で締結する新株予約権割当契約において定め
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当ありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当ありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。 

  

(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記

載をしております。 

① 【発行済株式】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、72,750株

含まれております。 

  また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が72個含まれております。 

２ 上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式580株が含まれております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成22年10月１日 
～平成22年12月31日

― 788,543 ― 47,039,951 ― 18,648,983 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 

第一回甲種優先株式
27,500,000 

――― １（株 式 等 の 状 況）の (1)
（株式の総数等）の②（発行
済株式）参照 第二回甲種優先株式

23,125,000 
―――

議決権制限株式(自己株式等) ― ――― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,789,000

――― ―

完全議決権株式(その他) 
 
普通株式 730,558,000

 

730,558 ―

単元未満株式 
 
普通株式 4,571,913

 

――― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 788,543,913 ――― ――― 

総株主の議決権 ――― 730,558 ――― 
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② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 自己株式については、上記のほか、株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式

が1,000株(議決権1個)あります。 

なお、当該株式は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり

であります。 

(1) 新任役員 

該当ありません。 

(2) 退任役員 

該当ありません。 

(3) 役職の異動 

 
  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社 
関西アーバン銀行 

大阪市中央区西心斎橋
１丁目２番４号 2,789,000 ― 2,789,000 0.35 

計 ――― 2,789,000 ― 2,789,000 0.35 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

 
10月

 
11月

 
12月

高(円) 153 148 144 141 136 130 147 130 141 

低(円) 145 126 125 122 121 118 122 123 125 

３ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役兼専務執行役員 

(びわこ本部駐在、人事部、融資本

部副担当) 

取締役兼専務執行役員 

(びわこ本部駐在、人事部副担当） 
小杉 健二 平成22年10月１日

取締役兼常務執行役員 

(融資本部担当） 

取締役兼常務執行役員 

(融資本部担当兼融資本部長） 
山口 高宏 平成22年10月１日

取締役兼常務執行役員 

(戦略地域営業本部、業務統括本部

副担当） 

取締役兼常務執行役員  

(戦略地域営業本部副担当兼びわこ

法人営業本部長兼びわこ法人営業部

長） 

片岡 康雄 平成22年10月１日
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第５ 【経理の状況】 

１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、

資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準

拠しております。 

  なお、前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び前第３四半期連

結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基

づき作成し、当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）及び当第３四

半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）は、改正後の四半期連結財務諸表規

則に基づき作成しております。 

  

２ 当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う

会社）に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四

半期純損益金額等については、「２ その他」に記載しております。 

  

３ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(自 平成21

年10月１日 至 平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21

年12月31日)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当

第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あず

さ監査法人により四半期レビューを受けております。 

  なお、従来から当行が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成

22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。 

  

４ 四半期連結財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 ※2  164,425 268,884

コールローン及び買入手形 3,478 608

買入金銭債権 7 15

有価証券 ※2  454,435 ※2  450,499

貸出金 ※1, ※2  3,507,771 ※1, ※2  3,496,904

外国為替 4,064 7,140

その他資産 ※2  53,225 ※2  56,199

有形固定資産 ※3  31,723 ※3  32,522

無形固定資産 17,299 18,488

繰延税金資産 49,052 49,209

支払承諾見返 15,352 16,553

貸倒引当金 △46,656 △48,811

資産の部合計 4,254,179 4,348,213

負債の部   

預金 3,738,832 3,849,041

譲渡性預金 171,250 168,450

コールマネー及び売渡手形 107 170

借用金 54,222 51,830

外国為替 15 10

社債 76,108 66,242

その他負債 41,930 42,361

賞与引当金 938 1,982

退職給付引当金 4,953 6,255

役員退職慰労引当金 419 510

睡眠預金払戻損失引当金 456 383

偶発損失引当金 1,180 1,430

再評価に係る繰延税金負債 613 614

支払承諾 15,352 16,553

負債の部合計 4,106,382 4,205,837

純資産の部   

資本金 47,039 47,039

資本剰余金 66,360 66,875

利益剰余金 7,386 3,087

自己株式 △586 △582

株主資本合計 120,200 116,420

その他有価証券評価差額金 △2,649 △4,197

繰延ヘッジ損益 76 324

土地再評価差額金 851 851

評価・換算差額等合計 △1,721 △3,020

新株予約権 89 81

少数株主持分 29,228 28,894

純資産の部合計 147,797 142,376

負債及び純資産の部合計 4,254,179 4,348,213
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

経常収益 74,891 88,231

資金運用収益 58,478 66,442

（うち貸出金利息） 53,182 61,268

（うち有価証券利息配当金） 3,528 3,244

役務取引等収益 6,677 10,012

その他業務収益 9,551 11,065

その他経常収益 183 711

経常費用 82,581 79,002

資金調達費用 15,428 12,876

（うち預金利息） 12,824 9,854

役務取引等費用 4,170 5,037

その他業務費用 5,334 6,118

営業経費 26,619 36,116

その他経常費用 ※1  31,027 ※1  18,853

経常利益又は経常損失（△） △7,689 9,228

特別利益 9,982 772

固定資産処分益 9,979 －

償却債権取立益 2 10

退職給付制度改定益 － 761

特別損失 96 442

固定資産処分損 6 17

減損損失 2 1

その他の特別損失 ※2  88 ※2  423

税金等調整前四半期純利益 2,195 9,558

法人税、住民税及び事業税 3,675 449

法人税等調整額 △4,451 334

法人税等合計 △775 783

少数株主損益調整前四半期純利益  8,775

少数株主利益 1,083 1,100

四半期純利益 1,888 7,674

― 39 ―



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,195 9,558

減価償却費 2,873 2,926

減損損失 2 1

のれん償却額 － 552

貸倒引当金の増減（△） 2,787 △2,154

賞与引当金の増減額（△は減少） △942 △1,044

退職給付引当金の増減額（△は減少） 161 △1,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △90

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 147 73

偶発損失引当金の増減（△） 191 △249

資金運用収益 △58,478 △66,442

資金調達費用 15,428 12,876

有価証券関係損益（△） △2,214 △1,426

為替差損益（△は益） △0 0

固定資産処分損益（△は益） △9,973 17

貸出金の純増（△）減 △4,402 △10,867

預金の純増減（△） 148,151 △110,209

譲渡性預金の純増減（△） △128,330 2,800

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△61,119 2,309

有利息預け金の純増（△）減 9,859 △1,880

コールローン等の純増（△）減 2,796 △2,861

コールマネー等の純増減（△） △20,046 △62

外国為替（資産）の純増（△）減 △843 3,076

外国為替（負債）の純増減（△） △16 4

資金運用による収入 57,056 64,854

資金調達による支出 △15,465 △14,845

その他 1,865 4,574

小計 △58,314 △109,809

法人税等の支払額 △1,666 △716

法人税等の還付額 － 1,896

営業活動によるキャッシュ・フロー △59,980 △108,629

― 40 ―



(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △646,195 △469,050

有価証券の売却による収入 621,439 441,663

有価証券の償還による収入 53,733 26,414

有形固定資産の取得による支出 △938 △1,586

有形固定資産の売却による収入 24,450 34

無形固定資産の取得による支出 △385 △353

無形固定資産の売却による収入 19 －

その他 △1,489 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー 50,632 △2,994

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付社債の発行による収入 － 9,910

配当金の支払額 △1,900 △3,889

少数株主への配当金の支払額 △544 △730

自己株式の取得による支出 △0 △5

自己株式の処分による収入 5 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,440 5,286

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,787 △106,338

現金及び現金同等物の期首残高 192,987 262,445

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  181,199 ※1  156,106
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

  

  

【表示方法の変更】 

  

 
  

  

  

【簡便な会計処理】 

  

 
  

  

  

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

会計処理基準に関する事項の変更 (資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に

関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、経常利益は８百万円、税金等調整

前四半期純利益は171百万円、それぞれ減少して

おります。 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号平成20年12月26日）に基づく財

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示し

ております。 

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

１ 減価償却費の算定方法 定率法を採用している有形固定資産について

は、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法により算定しております。 

２ 貸倒引当金の計上方法 「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てて

いる債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、中間連結会計期間末の予想損失率を適

用して計上しております。 

３ 繰延税金資産の回収可能性の判断 繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、一時差異の発生状況について中間連結会計期

間末から大幅な変動がないと認められるため、当

該中間連結会計期間末の検討において使用した将

来の業績予測及びタックス・プランニングの結果

を適用しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。 

 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。 

※２ 担保に供している資産 

 
   上記のほか、為替決済等の担保として、有価証券

56,597百万円を差し入れております。また、その他

資産のうち保証金は4,247百万円であります。 

破綻先債権額 13,819百万円

延滞債権額 99,565百万円

３カ月以上延滞債権額 823百万円

貸出条件緩和債権額 3,420百万円

預け金 10百万円

有価証券 257,973百万円

貸出金 2,808百万円

その他資産(リース債権 
及びリース投資資産) 

13,872百万円

その他資産(延払資産) 5,559百万円

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。 

 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。 

※２ 担保に供している資産 

 
   上記のほか、為替決済等の担保として、有価証券

87,098百万円を差し入れております。また、その他

資産のうち保証金は4,246百万円であります。 

破綻先債権額 31,809百万円

延滞債権額 116,300百万円

３カ月以上延滞債権額 714百万円

貸出条件緩和債権額 5,092百万円

有価証券 219,603百万円

貸出金 7,097百万円

その他資産(リース債権 
及びリース投資資産) 

13,995百万円

その他資産(延払資産) 7,022百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額  18,259百万円 

 
※３ 有形固定資産の減価償却累計額  21,362百万円 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額25,400百

万円、貸出金償却1,579百万円、保証協会保証付貸

出金に対する負担金1,503百万円及び株式等償却

1,072百万円を含んでおります。 

※２ その他の特別損失は、株式会社びわこ銀行との合

併準備に係る費用であります。 

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額13,608百

万円、貸出金償却1,995百万円、保証協会保証付貸

出金に対する負担金1,312百万円及び株式等償却

1,001百万円を含んでおります。 

※２ その他の特別損失には、株式会社びわこ銀行との

合併に直接要した支出額以外の支出額260百万円及

び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額162百

万円を含んでおります。 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)

平成21年12月31日現在 

 

現金預け金勘定 187,216

定期預け金 △320

普通預け金 △696

その他預け金 △5,000

現金及び現金同等物 181,199
 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)

平成22年12月31日現在 

 

現金預け金勘定 164,425

定期預け金 △1,290

普通預け金 △2,029

その他預け金 △5,000

現金及び現金同等物 156,106
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(株主資本等関係) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
(単位：千株) 

 
  

２ 新株予約権に関する事項 
  

 
  

３ 配当に関する事項 

  
（１）当第３四半期連結累計期間中の配当金支払額 

  

 
  

（２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間の末日後となるもの 

  

該当ありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間末株式数

発行済株式  

 普通株式 737,918 

 種類株式 50,625 

  うち第一回甲種優先株式 27,500 

  うち第二回甲種優先株式 23,125 

合計 788,543 

自己株式  

 普通株式 2,801 

 種類株式 ─

  うち第一回甲種優先株式 ─

  うち第二回甲種優先株式 ─

合計 2,801 

区分
新株予約権の目的となる

株式の種類
新株予約権の目的となる

株式の数（株）
当第３四半期連結会計 
期間末残高（百万円）

当行 
（ストック・オプション 
としての新株予約権） 

― 89 

合計 ― 89 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,205 3 平成22年３月31日 平成22年６月30日
資本剰余金
利益剰余金

種類株式 

第一回甲種 
優先株式 915 33.28 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

第二回甲種 
優先株式 769 33.28 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

 計 3,890 
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 銀行業……………銀行業 

 (2) リース業…………リース業 

 (3) その他事業………クレジットカード業、金融業 

３ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益（又は経常損失）を記載しており

ます。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

【国際業務経常収益】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しておりま

す。 

  

 
銀行業 
(百万円)

リース業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益 68,924 5,884 1,809 76,617 (1,726) 74,891 

経常利益（△は経常損失) △9,035 180 1,163 △7,691 1 △7,689

― 45 ―



  

【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当行の経営事項及び業務執行に関する 高意思決定機関である経営会議が、経営資源の配分の決定及

び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当行グループは、当行に経営管理部門を置き、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスの提供

を事業活動として展開しております。なお、「銀行業」、「リース業」、「その他事業」を報告セグメン

トとしております。 

「銀行業」は、預金業務、貸出金業務、信用保証業務、為替業務を中心とした銀行業務を行っておりま

す。「リース業」は、リース業務を行っております。「その他事業」は、クレジットカード業務等「銀行

業」、「リース業」以外の金融サービス業務を行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 
  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
（注）１ 株式等損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却 

２ その他には、株式会社びわこ銀行との合併により生じたのれんの償却額△552百万円が含まれております。

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号平成20年３月21日)を適用しております。 

  

   （単位：百万円）

  銀行業 リース業 その他事業 合計

業務粗利益 ① 60,630 1,101 2,126 63,858 

経費 ② 33,944 689 848 35,482 

与信関係費用 ③ 16,977 83 85 17,146 

セグメント利益 ①－②－③ 9,708 328 1,192 11,229 

 (単位：百万円)

利益 金額

セグメント利益 11,229 

セグメント間取引消去（△） △30

株式等損（△）益 △950

その他 △1,019

四半期連結損益計算書の経常利益 9,228 
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(有価証券関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

  
１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年12月31日現在) 

  満期保有目的の債券はありません。 

  
２ その他有価証券で時価のあるもの(平成22年12月31日現在) 

  

 
(注)１．四半期連結貸借対照表計上額は、株式については当第３四半期連結会計期間末前１カ月の市場価格等の平均

に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第３四半期連結会計期間末日における市場

価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。 

２．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時

価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借

対照表計上額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理（以下「減損処理」

という。）することとしております。 

 当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、1,427百万円（うち株式1,001百万円、うちその他425百

万円）であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、株式については当第３四半期連結会計期間末

前１カ月平均に基づいた市場価格等にて算定された額、それ以外については当第３四半期連結会計期間末日

の時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄は減損処理し、また、算定された額、あるいは時価が30％

以上50％未満下落した銘柄については、回復可能性や信用リスク等を勘案し、減損処理することとしており

ます。 

  

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 14,040 12,825 △1,215

債券 396,188 396,709 521 

 国債 311,742 311,169 △572

 地方債 6,922 6,959 36 

 社債 77,523 78,581 1,058 

その他 43,667 41,727 △1,940

合計 453,896 451,261 △2,634
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(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

  

(1) 金利関連取引(平成22年12月31日現在) 

  

 
(注)  １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第24号)等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から

除いております。 

      ２ 時価の算定 

割引現在価値により算定しております。 

  

(2) 通貨関連取引(平成22年12月31日現在) 

  

 
(注)  １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第25号)等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等は、上記記載

から除いております。 

      ２ 時価の算定 

割引現在価値等により算定しております。 

  

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品 
取引所 

金利先物 ― ― ―

金利オプション ― ― ―

店頭 

金利先渡契約 ― ― ―

金利スワップ 294,444 2,005 2,005 

金利オプション ― ― ―

その他 900 ― ―

 合計 ― 2,005 2,005 

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品 
取引所 

通貨先物 ― ― ―

通貨オプション ― ― ―

店頭 

通貨スワップ 34,893 71 71 

為替予約 2,103 11 11 

通貨オプション ― ― ―

その他 ― ― ―

 合計 ― 83 83 
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(3) 株式関連取引(平成22年12月31日現在) 

  該当ありません。 

  

  

(4) 債券関連取引(平成22年12月31日現在) 

  該当ありません。 

  

  

(5) 商品関連取引(平成22年12月31日現在) 

  該当ありません。 

  

  

(6) クレジット・デリバティブ取引(平成22年12月31日現在) 

  該当ありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 

１ ストック・オプションにかかる当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 
  

２ 当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  該当ありません。 

  

営業経費 ２百万円

― 49 ―



  

(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 
  

 
(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

２ １株当たり四半期純利益金額等 
  

 
当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)
前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 円 112.84 103.63 

 
当第３四半期連結会計期間末

(平成22年12月31日)
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 147,797 142,376 

純資産の部の合計額から控除す
る金額(百万円) 64,844 66,186 

(うち優先株式) 35,525 35,525 

(うち優先配当額) ― 1,684 

(うち新株予約権) 89 81 

(うち少数株主持分) 29,228 28,894 

普通株式に係る四半期連結会計
期間末(連結会計年度末)の純資
産額(百万円) 

82,953 76,189 

１株当たり純資産額の算定に用
いられた四半期連結会計期間末
(連結会計年度末)の普通株式の
数(千株) 

735,117 735,149 

 (自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 2.97 10.43 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益金額 

円 2.97 7.97 
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(注)１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。 

 
(重要な後発事象) 

該当ありません。 

  (自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 

 四半期純利益 百万円 1,888 7,674 

 普通株主に帰属しない 
 金額 

百万円 － －

 普通株式に係る 
 四半期純利益 

百万円 1,888 7,674 

 普通株式の 
 期中平均株式数 

千株 633,682 735,134 

 
潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額 

 四半期純利益調整額 百万円 － －

 普通株式増加数 千株 18 227,359 

うちストック・オプ
ション 

千株 18 1 

うち優先株式 千株 － 227,358 

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額
の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年
度末から重要な変動があ
ったものの概要 

 

 
  
 
  
  

平成15年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    222千株 

平成16年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    325千株 

平成17年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    451千株 

平成18年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    162千株 
  普通株式    115千株 

平成19年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    174千株 
  普通株式    112千株 

平成20年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    289千株 

平成21年６月26日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    350千株 

 

 

 

 

 

 

 

平成13年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    104千株 

平成15年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    222千株 

平成16年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    314千株 

平成17年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    447千株 

平成18年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    162千株 
    普通株式    115千株 

平成19年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    174千株 
    普通株式    112千株 

平成20年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    289千株 

平成21年６月26日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    350千株 
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第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等 

  

当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会

社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期

純損益金額等については、四半期レビューを受けておりません。 

（1）損益計算書 

 
  

２ 【その他】

  (単位：百万円)

  (自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

経常収益  25,016 28,883 

 資金運用収益  19,406 21,695 

 （うち貸出金利息）  17,548 20,214 

 （うち有価証券利息配当金）  1,211 833 

 役務取引等収益  2,226 3,240 

 その他業務収益  3,292 3,728 

 その他経常収益  89 219 

経常費用  24,011 23,802 

 資金調達費用  4,876 3,898 

 （うち預金利息）  4,069 2,875 

 役務取引等費用  1,214 1,318 

 その他業務費用  2,015 2,706 

 営業経費  9,067 12,053 

 その他経常費用 ※１ 6,836 ※１ 3,825 

経常利益  1,004 5,080 

特別利益  0 763 

 償却債権取立益  0 1 

 退職給付制度改定益  - 761 

特別損失  44 78 

 固定資産処分損  4 11 

 減損損失  - 0 

 その他の特別損失 ※２ 40 ※２ 66 

税金等調整前四半期純利益  960 5,765 

法人税、住民税及び事業税  203 185 

法人税等調整額  △471 72 

法人税等合計  △268 257 

少数株主損益調整前四半期純利益  5,507 

少数株主利益  375 368 

四半期純利益  853 5,138 

  

(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

※１ 「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額

3,222百万円、貸出金償却1,547百万円、株式等償却

1,072百万円及び保証協会保証付貸出金に対する負

担金504百万円を含んでおります。 

※２ 「その他の特別損失」は、株式会社びわこ銀行と

の合併費用に係る費用であります。 

※１ 「その他経常費用」には、貸出金償却1,986百万

円、株式等償却591百万円、保証協会保証付貸出金

に対する負担金490百万円及び貸倒引当金繰入額357

百万円を含んでおります。 

※２ 「その他の特別損失」は、株式会社びわこ銀行と

の合併に直接要した支出額以外の支出額でありま

す。 
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（2）セグメント情報 

(事業の種類別セグメント情報) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 銀行業……………銀行業 

(2) リース業…………リース業 

(3) その他事業………クレジットカード業、金融業 

３ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 
  

(所在地別セグメント情報) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

      全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 
  

(国際業務経常収益) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

      国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しており

ます。 
  

(セグメント情報) 

１ 報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 

   

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
（注）１ 株式等損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却 

２ その他には、株式会社びわこ銀行との合併により生じたのれんの償却額△184百万円が含まれております。

 
銀行業 
(百万円)

リース業
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

経常収益 23,238 1,738 614 25,591 (575) 25,016 

経常利益 422 196 385 1,003 (0) 1,004 

   （単位：百万円）

  銀行業 リース業 その他事業 合計

業務粗利益 ① 19,789 368 704 20,862 

経費 ② 11,232 228 318 11,778 

与信関係費用 ③ 2,886 36 32 2,955 

セグメント利益 ①－②－③ 5,671 103 353 6,128 

 (単位：百万円)

利益 金額

セグメント利益 6,128 

セグメント間取引消去（△） △13

株式等損（△）益 △618

その他 △416

四半期連結損益計算書の経常利益 5,080 
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（3）１株当たり四半期純損益金額等 

  

  (自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 円 1.34 6.99 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

円 1.34 5.33 
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(注) １ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  (自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益金額 

 四半期純利益 百万円 853 5,138 

 普通株主に帰属しない 
 金額 

百万円 － －

 普通株式に係る 
 四半期純利益 

百万円 853 5,138 

 普通株式の 
 期中平均株式数 

千株 633,693 735,125 

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額
の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年
度末から重要な変動があ
ったものの概要 

 

平成13年６月28日
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株引受権） 
  普通株式    104千株 

平成14年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    138千株 

平成15年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    222千株 

平成16年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    325千株 

平成17年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    451千株 

平成18年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    162千株 
  普通株式    115千株 

平成19年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    174千株 
  普通株式    112千株 

平成20年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    289千株 

平成21年６月26日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    350千株 

平成13年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株引受権） 
  普通株式    104千株 

平成14年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    138千株 

平成15年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    222千株 

平成16年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    314千株 

平成17年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    447千株 

平成18年６月29日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    162千株 
  普通株式    115千株 

平成19年６月28日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    174千株 
  普通株式    112千株 

平成20年６月27日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    289千株 

平成21年６月26日 
定時株主総会決議 
ストック・オプション 
（新株予約権） 
  普通株式    350千株 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成22年１月27日

株式会社 関西アーバン銀行 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社関西アーバン銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から

平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社関西アーバン銀行及び連結子会社

の平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  山  中  俊  廣  印 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  原  田  大  輔  印 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  今  井  康  好  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



  
平成23年１月27日

株式会社 関西アーバン銀行 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社関西アーバン銀行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社関西アーバン銀行及び連結子会社

の平成22年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  山  中  俊  廣  印 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  原  田  大  輔  印 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  今  井  康  好  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年１月28日 

【会社名】 株式会社関西アーバン銀行 

【英訳名】 Kansai Urban Banking Corporation 

【代表者の役職氏名】 頭取 北 幸二 

【最高財務責任者の役職氏名】  ― 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区西心斎橋１丁目２番４号 

【縦覧に供する場所】 株式会社関西アーバン銀行びわこ営業部 

  (滋賀県大津市中央４丁目５番12号) 

 株式会社関西アーバン銀行京都支店 

  (京都市下京区四条通猪熊西入立中町487番地) 

 株式会社関西アーバン銀行神戸支店 

  (神戸市中央区御幸通７丁目１番15号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当行頭取 北 幸二は、当行の第148期第３四半期(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日)の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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